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株式併合および単元株式数の変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成24年４月23日に開示しました中期経営計画「躍進２０１３」の策定とともに公表いたし

ました株式併合および単元株式数の変更について、本日開催の取締役会において、平成24年６月13日開

催予定の第65回定時株主総会に、下記の通り付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、本件については、普通株主、優先株主に係る各種類株主総会に付議することを併せて決議して

おります。 

記 

Ⅰ．株式併合 

１．株式併合の目的 

株式会社東京証券取引所をはじめとする全国証券取引所は「売買単位の集約に向けた行動計画」を

発表し、全ての国内上場会社の売買単位を100 株に集約することを目指しています。当社は、東京証

券取引所並びに大阪証券取引所に上場する企業として、この「売買単位の集約に向けた行動計画」の

趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を100 株に変更するため、普通株式および第四回優先株式の双方

について、株式の併合（10株を１株に併合）および単元株式数の変更（現行の1,000 株から100 株に

変更）を併せて行うことを予定しております。 

 また、当社の発行可能株式総数５億８千万株のうち発行済株式総数は、２億５千万株を超える水準

に達しており、その適正化が課題となっております。今回、株式併合を実施することにより、発行可

能株式総数を５千８百万株とし、発行済株式総数を２千５百万株強とすることで、発行済株式総数の

適正化を図ります。合わせて平成24年４月23日にお知らせしました業績連動型配当方針の導入に関し

ましても分かり易い配当金額となることから、他社株式との比較が容易となります。これにより当社

業績へのご理解につながるものと存じます。 

 

２. 株式併合の内容 

（１）併合する株式の種類 

   当社普通株式 

   当社第四回優先株式 

 

 

 

 

 



（２）株式併合の方法 

   平成24年10月１日（月）をもって、平成24年９月30日（日）の最終の株主名簿に記載された株

主様の所有株式数を基準に普通株式、第四回優先株式のそれぞれについて、10株につき１株の割

合をもって併合いたします。ただし、本株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、

会社法第234条および第235条に基づき、一括して売却処分とし、その処分代金を端数が生じた株

主の皆様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。 

 

（３）株式併合により減少する株式数 

   下記株式併合前の当社発行済株式総数は平成24年３月31日現在の数値であり、本株式併合によ

る減少株式数は、当該発行済株式総数に株式の併合割合を乗算した数に本株式併合により生じる

端数を勘案した理論値となります。 

株式の併合前の発行済株式総数 

 

普通株式                        250,204,599株 

第四回優先株式                      600,000株 

今回の株式の併合による減少株式数（＊１） 

 

普通株式                        225,184,618株 

第四回優先株式                      540,000株 

株式併合後の当社発行済株式総数（＊１） 

 

普通株式                         25,019,981株 

第四回優先株式                       60,000株 

株式併合前の発行可能株式総数 

 

普通株式            550,000,000株 

優先株式             30,000,000株 

株式併合後の発行可能株式総数（＊２） 

 

普通株式                         55,000,000株 

優先株式                          3,000,000株 

    ＊１ 株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、一括して売却処分し、その処

分代金を端数の生じた株主様に対して、その端数に応じて分配するため、併合による減少

株式数および発行済株式数は若干変動することが予想されます。 

    ＊２ 株式併合の効力発生を条件として、定款上の発行可能株式総数も併合比率に応じて変更

する予定です。詳細は本日別途開示しております「定款一部変更に関するお知らせ」をご

参照ください。 

 

（４）株式併合により減少する株主数 

   下記株主総数および当社発行済株式総数は平成24年３月31日現在の数値であり、株式の併合を

行った場合、当該株主総数10,380名のうち、併合前の保有株式数が10株未満の株主様280名（その

所有株式数の合計は537株）が保有機会を失うこととなります。 

一方、併合前の保有株式数が10株以上の株主様については、本株式併合と同時に併合比率に応

じて単元株式数の変更を行いますので、本株式併合の前後で株式の売買機会、議決権の権利の状

況等に変更は生じません。なお、単元未満株式を有する株主様は、会社法第192条の定めによる当

社株式取扱規程に定めるところにより、引き続き当社に対してその単元未満株式の買取りを請求

することができます。また、同じく当社定款第11条の定めによる当社株式取扱規程に定めるとこ

ろにより、その単元未満株式の数を併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する

ことができます。 

 

 



株主総数および

発行済株式総数 
株主総数（割合） 発行済株式総数（割合） 

全株主 

 

普通株式   10,380名（100％） 

第四回優先株式   1名（100％） 

普通株式    250,204,599株（100％） 

第四回優先株式   600,000株（100％） 

1,000株未満 

（１～999株） 

普通株式   2,087名（20.1％） 

第四回優先株式  0名（0％） 

普通株式       425,686株(0.2％) 

第四回優先株式             0株（0％） 

1,000株以上 

 

普通株式   8,293名（79.9％） 

第四回優先株式  1名（100％） 

普通株式       249,778,913株（99.8％） 

第四回優先株式      600,000株（100％） 

 

（５）株式併合の条件 

   当社第65回定時株主総会（普通株主による種類株主総会を兼ねる）および優先株主による種類

株主総会において、本株式併合についての関連議案が承認可決されることを条件とします。 

 

Ⅱ．単元株式数の変更 

１．変更の理由 

全国証券取引所による「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を尊重し、現在1,000 株で

ある当社株式の売買単位を100 株に変更するためであります。 

 

 ２．単元株式数変更の内容 

    当社の普通株式および優先株式の単元株式数を現在の1,000株から100株に変更します。 

 

３．単元株式数変更の条件 

当社第65回定時株主総会（普通株主による種類株主総会を兼ねる）および優先株主による種類

株主総会において、本単元株式数変更についての関連議案が承認可決されることを条件とします。 

 

Ⅲ．株式併合および単元株式数の変更の日程 

   取締役会決議日             平成24年５月15日 

   第65回定時株主総会決議日（予定）    平成24年６月13日 

   優先株主による種類株主総会（予定）   平成24年６月13日 

   株式併合公告日（予定）         平成24年９月14日 

   株式併合基準日（＊１）（予定）     平成24年９月30日  ＊１ 株主名簿が確定する日 

   株式併合の効力発生日（予定）      平成24年10月１日 

   単元株式数変更の効力発生日（予定）   平成24年10月１日 

  

【ご参考】 当社が上場する株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所の定めにより、当社株

式の売買単位は、株式併合の効力発生日の３営業日前の日（平成24年９月26日）以降、株

式併合の効力発生後の単元株式数（100株）に変更される予定です。 

 

Ⅳ．その他 

   本日別途、「定款一部変更に関するお知らせ」を開示しております。 

以上 


